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三田市文化芸術ビジョン（素案）に対する市民意見の募集結果と意見に対する市の考え方に

ついて 

№ 頁 項目 意見の内容 市の考え方 

三田市文化芸術ビジョン(素案)を修正するもの 

１ 

 

３ 総論-Ⅰ文化ビ

ジョン策定にあ

たって 

「以上の事柄を踏まえ・・・」

以下に文化芸術ビジョン策定

の目的・理念が書かれている

と思います。基本方針は、「実

践者が主体、行政は下支え」と

いうことだと思います。この

基本方針には賛成ですが、肝

心の下支えの内容が、以下の

文章にある民間資金や大学の

活用ということのように見て

取れます。行政は、どのような

理念をもって、何をどのよう

に下支えしようとするのか、

それこそが文化芸術ビジョン

だと思いますが、もうひとこ

と書き加えられてはいかがで

しょうか。めざすものが、～日

常に文化があるまちづくり～

であるなら、「する・みる・さ

さえる・つたえる」は、その展

開であるはずです。その中で、

行政の重要な役割は、「ささえ

る」「つたえる」だと思います

が、具体的内容は、次ページ以

降として、ここでは行政の役

割とやる気をきちんと書かれ

たらいかがでしょうか？ 

 次のとおり記述を修正しま

す。 

「以上の事柄を踏まえ、次代

を担う子どもたちの文化芸術

活動への関わりや市民・実践

(演)者が自発的に行う文化芸

術活動などを民間事業者によ

るサポートや大学等の知見な

ども活用し、あらゆる人や組

織がつながる文化芸術活動を

行政が下支えすることで、『と

もに「する・みる・ささえる・

つたえる」』～日常に文化があ

る、まちづくり～を目指して、

文化芸術ビジョンを策定しま

した。」 

２ 

 

７ (6)市内在住ア

ーティストの活

動との協働 

新宮晋・・・・大野巳喜男、

の５人の名前だけがここに突

然登場する理由がわかりませ

ん。説明を追加ください。 

ご指摘のとおり、市内で活

動されたアーティストは他に

もおられます。ここではその

中から 5 名の方を実例として
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紹介しております。 

次のとおり記述を修正しま

す。 

「…大野巳喜男(画家・デザイ

ナー、故人)等、市内では、こ

れまで多くのアーティストが

活動されてきました。」 

３ 

 

９ 文化芸術ビジョ

ンが目指すもの

の象徴図 

左下から右上への矢印の上

に、「日常に文化があるまちづ

くり」の文字を入れていただ

きたい。 

 ご提案の文言を追記しま

す。 

４ 

 

10 「する」-課題 「ホール機能を有する他の

施設を有効活用する仕組みの

構築も必要となっています。」

との課題認識に対して、第２

部の各論で説明が見当たりま

せん。 

25 ページのⅢ文化活動支援

のあり方-１-委員会での議論

を受けて-(2)目指す未来の

姿、に次のとおり追記します。

「市民センターなど、郷の音

ホール以外のホール機能を有

する施設が、日常的な文化芸

術活動の場として活発に活用

されています。」 

５ 

 

17 ４三田らしさを

いかすために 

「国外にも目を向け」のと

ころに（グローバル）を入れ、

グローカルという言葉を説明

されたらいかがですか？まだ

一般化していない用語と思い

ます。 

次のとおり説明文を追記し

ます。 

「＊グローカル：地球規模を

意味するグローバルと「地元・

地域」を意味するローカルを

組み合わせた造語。三田なら

ではの地域性や伝統を活かし

ながら、国際色のある事業の

展開を目指します。」 

６ 

 

19 1(1)さんだの特

色 

「サンタ×三田プロジェク

ト」と屋外モニュメント彫

刻・・・を、同じ項目の中で扱

うのはおかしい。三田の屋外

彫刻は、三田の特色としてき

ちんと評価されるべきと思い

ます。「なかには全国に通用し

うる」という表現も極めて不

適切でしょう。制作者に対し

て失礼であると思います。 

「サンタ×三田プロジェク

ト」と「モニュメント、彫刻」

の項目を分け、次のとおり記

述を修正します。 

「市内外から評価されている

屋外のモニュメントや、彫刻

などの資源が多数あります。」 

「「サンタ×三田プロジェク

ト」のような市独自の取り組

みも行われています。」 
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７ 

 

19 1(1)さんだの特

色 

学習プログラムの教材とし

ても活用できる・・・ の文章

は、読み方によっては、「全て

の収蔵されている歴史資料

が、活用できる状態にありま

す。」とも読めます。 三田市の

文化財の管理・保管（「収蔵」

とは何を意味しますか？）が、

極めて脆弱であるという現状

を正直にきちんと認識するな

らば、このような表現はあら

ためるべきと思います。 書く

とすれば、「三田には、重要な

歴史的価値のある資料や芸術

的価値をもつ作品等が数多く

存在します。」 ではないでし

ょうか？ 

 

次のとおり記述を修正しま

す。 

「市内には歴史的価値のある

資料等が数多く存在し、学習

プログラムの教材として活用

できる資料も多数あります。」 

 

８ 

 

21 ３市の取組み 「容易にアクセスできる文

化芸術情報・・・」は、市内の

情報の意味でしょうか？世の

中一般の話でしょうか？ 明

示ください。市内の話ですと、

ここで敢えてとりあげること

なのかと思いますが。 

 情報の提供には、市内と近

隣市町も含みます。 

次のとおり記述を修正しま

す。 

「広域連携も想定した市内や

近隣市町で鑑賞できるイベン

トの情報や、市内で活動する

団体のプロフィール等を容易

に一覧できる仕組みを作りま

す。」 

 

９ 

 

21 ３市の取組み 「・・・ターゲットを明確に

した情報発信手段・・・」が意

味不明です。多様な人々の参

加ということと相反するよう

に見えます。 

 次のとおり記述を修正しま

す。 

「SNSなどの活用、ネット環境

に馴染みがない人には紙資料

での提供など、さまざまな立

場の人に届きやすい情報発信

手段を充実することで多様な

人々の参加のすそ野を広げま

す。」 
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10 

 

21 ３市の取組み 「未来を見据えて」という

極めて曖昧で意味不明な表現

を止めていただけませんでし

ょうか？ 役割分担が今、書け

ないのなら、この言葉がない

方がすっきりします。 

 次のとおり記述を修正しま

す。 

「市行政と市民と事業者がそ

れぞれの役割を果たすことに

より、文化芸術活動を通じて

地域やまちを元気にする活動

につなげていきます。」 

11 

 

27 ３市の取組み ２項目の「市全体の文化芸

術活動の交流、情報発信の集

約や連携の呼びかけを担うサ

ロンや継続的・体系的に文化

振興施策を推進できるよう、

市民・実演者を含めた支援体

制づくりに取り組みます。」

は、個々の文節については賛

同する部分が多く、協力した

いという気持ちがあるのです

が、日本語としてわかりやす

い表現で説明していただきた

いです。 

次のとおり記述を修正しま

す。 

「文化芸術活動に携わる人・

団体の交流や連携を促進する

サロンのような場を設けるな

ど、継続して活動が行えるよ

う市民・実演者を含めた支援

体制づくりに取り組みます。」 
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三田市文化芸術ビジョン(素案)を修正しないが参考とするもの 

12 

 

全 ビジョン全体  ビジョンは完成したら終わ

り、ではなく如何に具体化し

ていくかが勝負です。具体化

についての仕組みを明確に示

してほしい。 

ご指摘のとおり、これから

の取組みが大切となりますの

で、事業等の具現化に向けて

今後、取り組み内容等を明確

にしていきます。 

13 

 

全 ビジョン全体 全体としては多数の有名な

学識者や有識者によりコロナ

禍とはいえ約２年間ご審議い

ただいた素案なのでその資料

の抽出方法や纏め方について

は素晴らしいとの印象を受け

た。ただ我々庶民は誰がいつ

までにどのような事を具体化

しどのようなメリットを市民

が享受出来るのかが知りたい

しそれしか関心がない。各論

で市の取り組みについて書か

れているがすべて抽象的な表

現ではないかと思える。この

２年間の審議の途中でも良い

提案があったはずでそれに基

づき市としては何を具体化し

たのか、それが途上であって

も例示して欲しい。 

 

 三田市文化ビジョン検討委

員会では文化芸術の方向性に

ついて審議されました。委員

のご意見のなかには文化遺産

の電磁的データでの記録保存

など、事業に対するご提案が

何点かございましたので、「市

の取組み」に記載しておりま

す。また検討委員会で出され

たその他のご意見について

は、実現の可能性を探りなが

ら事業化の参考としていきま

す。 

14 

 

全 ビジョン全体 市内合唱団の団員のひとり

として興味深く読ませていた

だきました。1970 年代～2010

年頃までは成長が続き活気が

あったものの、その後高齢化

社会を迎えて行き詰まり感が

出てきているという流れも理

解できました。国内の多くの

中規模都市が同じ課題に直面

しているものと思います。ど

の自治体にも「決定打」と言え

るものがないのでしょうが、

今後の三田市の取組みの中か

 ご意見のとおり、本ビジョ

ンに沿って文化芸術施策を進

めていく上で、参考とさせて

いただきます。三田らしい優

れた文化芸術と言えるものが

生まれれば、市民の誇りにも

つながり、～日常に文化があ

る、まちづくり～がより進む

と考えております。 
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らお手本となるような優れた

ものがひとつでも芽を出せば

素晴らしいと思います。 

15 

 

全 ビジョン全体 「市民や実践（演）者が自発

的に文化芸術活動を行い、行

政がそれを下支えする仕組み

を基本とし…」 

⇒（質問）行政が下支えする具

体的内容と具体的な仕組みを

示してほしい。 

 文化芸術活動の主体はあく

まで市民・実践（演）者であり、

ここで言う「行政の下支え」と

は、文化芸術活動を資金だけ

でなく、情報や場の提供など、

さまざまな手法で支援する体

制を表しています。 

16 

 

全 ビジョン全体  「三田市文化芸術ビジョン

では具体的な事業施策は表記

せず(中略)基本的な考えを示

しています。」 

 ⇒（質問）具体的な事業施策

を決めていく仕組み、プロセ

スを示してほしい。 

 具体的な仕組み、プロセス

については、それぞれの事業

関係者と連携しながら整理し

ていきます。 

17 

 

全 ビジョン全体 今後10年のビジョン策定で

すが、過去、現在、未来を明確

にしてほしい。 

 過去については総論の「Ⅱ

本市における文化芸術振興の

あゆみ」の項で、現在は「Ⅳ三

田市の文化芸術の現状と課

題」で、未来は各論の「１委員

会での議論を受けて-(2)目指

す未来の姿」で、それぞれとり

まとめ検証しております。 

 

18 

 

４ 

 

16 

本ビジョンの位

置づけ 

３課題解決のた

めに 

担い手の高齢化、施設の老

朽化、継承者不足等の課題が

あがっており、それを解決す

るために「市民一人一人が文

化活動の担い手であるという

当事者意識を高める必要があ

る。」とあるが、そうならば人

の心が活動と共にあるような

具体策がない限り当事者意識

など高まらないと思う。「具体

的な事業施策は表記せず」と

あるが、事業になる前段階と

しての具体的な市民の心が動

 本ビジョンは文化芸術を推

進するための基本的な考え方

を示すものです。ご指摘のと

おり市民の意識を変えていた

だくためには仕掛けが必要と

認識しております。市の支援

事業だけでなく、活動する市

民・団体からの提案も取り入

れながら進めます。 

今回ご提案いただいた取り

組み例は、施策推進の参考と

させていただきます。 
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く仕組みづくりが必要になる

と思われる。文化芸術も三田

市全域活性のためのまちづく

りの一環であり、文化芸術活

動が活性化されることで地域

にも新たな魅力がつくられて

いくように 10年先を見据え、

着地点が想定された仕組みづ

くりを早急に作ることが必要

になると思う。 

例えば… 

 教育委員会と連携し、小中

学校の部活動を文化活動とみ

なし活用する。（イベントオー

プニングを吹奏楽部に依頼、

施設の看板づくりや再塗装を

図工部・美術部に依頼するな

ど。）様々な地域と連携し、情

報交換や活動・発表の場を広

げる。 

19 

 

９ 文化芸術ビジョ

ンが目指すもの

の象徴図 

「ともに」は、何を意味して

いますか？ 「する」「みる」「さ

さえる」「つたえる」の間の繋

がりを言っているのでしょう

か？ 市民みんな仲良くとい

うような意味でしょうか？ 

官民一緒になってと言う意味

でしょうか？ 不自然に「とも

に」と書かれることで、疑問が

生じます。 

 

「ともに」は、活動する人、

鑑賞する人、活動を支える人・

組織、伝える人・組織の 4 つ

の人・組織が協力し合って三

田市の文化芸術活動を推進し

ていくという意味で使用して

います。 

 

20 

 

10 「する」 展示する側からの意見とし

て、郷の音ホール展示室には、

展示スペース不足、展示準備

室の欠如、展示場照度不足が

課題として挙げられます。 ま

た、市民センターの通路を活

用した展示スペースは、照度

不足、展示物との距離の不足、

利用者の展示内容により必

要となる設備等も異なること

から、すべての利用者の要望

に応えることは困難です。 

それぞれの催しにあった設

備等のご利用をお願い致しま

す。 
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立体物展示が不可の問題など

があります。 

21 

 

10 「みる」 ホールに関する情報と同様

に、絵画等展示スペースに関

する情報も概要を載せていた

だきたい。 

 郷の音ホールの展示室以外

の公共施設の展示スペースに

ついては施設毎に形状、規模、

用途の取扱いが異なるため、

一覧としては記載しておりま

せん。 

 

22 

 

10 

11 

1「する」「みる」

「ささえる」「つ

たえる」それぞ

れの現状と課題 

この章は、特に美術分野に

関し、現状の認識不足・議論不

足が目立ちます。基本的には、

作品展示のみならず作品の保

存管理や美術教育といった側

面も踏まえた上で、「三田市美

術館」（あるいはデジタルミュ

ージアムという節約型の提

案）の創設を今後検討してい

く課題として挙げるべき思い

ます。まずは検討が不足して

いると推察される以下の個別

テーマに関し、ビジョン委員

会で再度御議論いただきたい

と思います。〇三田市におけ

る絵画・彫刻・工芸類の展示

場・展示スペース、常設展示場

の必要性、〇「三田市歴史資料

収蔵センター」収蔵物リスト

および収蔵物の管理状況、〇 

重要美術作品・工芸品等の保

存・管理状況・恒久施設の必要

性、〇三田市における学芸員

の雇用状況市民啓蒙的な美術

作品の「有料企画展示」が行わ

れないことは、大きな課題と

して扱うべきと思います。 加

えて三田駅近辺の開発に織込

む形で、アートのまちさんだ

を象徴し、関西のアートを牽

現状において文化財の保

存・管理は、適切に対応できて

いると考えております。 

また、Ⅱ地域文化遺産の継

承の３市の取り組みのなかで

も記載しておりますとおり、

デジタル化の推進は教育的視

点からも有効ですので取り組

みを進めていきます。 

公開・活用については、更な

る充実を進めていきます。 

その他のご提案については

今後の施策を推進する際の参

考とさせていただきます。 
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引する先進的展示場を新たに

設けることも、今後検討して

いくべきテーマと思います。 

現状のところに、正直に「現状

の文化財の保存・管理・公開

は、残念ながら不十分な状況

である」と書くべきと思いま

す。この反省無くしては、いつ

までたっても、同じ事です。課

題として、行政は、デジタル化

の推進を強力に推し進めるこ

とによって、限られた予算の

範囲内で、多くの文化財を整

理し、保存し市民に公開する

ための努力を行っていきま

す、と書いていただきたいと

思います。 

23 

 

10

～ 

11 

課題 文化施設の中には車がない

高齢者や妊婦、幼い子連れが 

利用しづらい立地の施設があ

る。例えば福祉センターを通

るバスは一日何本あるのか？ 

数多くの素通りする回送バス

を転用する等、使う・見る・支

える多くの市民が使い安いよ

うな工夫を具体的に例示すべ

き。 

 様々な立場の方に文化芸術

に触れていただく機会提供が

必要であると考えておりま

す。市内施設へのアクセスが

困難な方には SNS を活用して

自宅で鑑賞できるなど別の手

法等についても検討していき

ます。 

24 

 

11 「ささえる」 課題の最初の文章「主体的

な活動に・・・お互いに支え合

う・・・」の文章は、先端的で

あり時として異端的である芸

術の芽を、集団合意の論理を

もって摘むことのないような

配慮が必要です。芸術は、全て

異端とよばれるものから、始

まっていることを、人は既に

歴史から学んでいるはずで

す。記述に配慮をお願いしま

す。 

 本ビジョンでは、文化芸術

活動をあらゆる人が参加でき

る仕組みづくりを目指しま

す。 

ともに支え合う体制を構築

していく上で、ご指摘の「芸術

の芽」が摘まれてしまうこと

がないよう施策を進めます。 
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25 

 

11 「ささえる」-課

題 

 

 

「する」「みる」「つたえる」

に関する課題の記述について

は違和感がないのですが、「さ

さえる」の課題の冒頭に記載

されている「主体的な活動に

取り組む市民を増やし、お互

いに支え合うことが大切で

す。」は、これが課題であると

すれば、具体的にどのような

事実に基づくものでしょう

か。 

 「ささえる」の取組みの一つ

として市の支援事業がありま

すが、市民・団体同士が協力し

てささえ合う体制も必要で

す。アンケートで明らかにな

った、「主体的に取組んでい

る」人の割合が 22.7％に留ま

っているという現状から、と

もに“ささえる”体制づくりが

課題と捉えています。 

 

26 

 

12 ２アンケート結

果から見える文

化芸術の課題 

また、参加していない理由

のアンケート（Q12-1）がされ

ていますが、その逆の「参加し

ている、または始めた理由」の

アンケートもあればその結果

が施策に直接結びついたかも

しれません。例えば、参加して

いない理由には、ここには表

われていない「これまで参加

のきっかけがつかめなかっ

た」というものがあるはずで

す。やりたいと思っていても

自発的に飛び込むのには勇気

が要ります。しかし大義名分

（誘われて仕方なく／お得キ

ャンペーンに乗せられて等）

があれば一歩を踏み出せま

す。 

 

 ご指摘のとおり、アンケー

トでは「参加している・始めた

理由」はお聞きしておりませ

ん。ご提案の一歩踏み出すた

めの取組みについても参考と

させていただきます。 

27 

 

12 

 

 

28 

２アンケート結

果から見える文

化芸術の課題 

１委員会での議

論を受けて -２

アンケートから 

(1)P12 および P28 のアンケ

ート結果（文化活動に参加し

ていない理由）このあたりに

活性化施策のヒントがあるは

ずなのでもう少し深掘りが必

要かと思いました。忙しく時

間がない世代は置いておき、

60 歳代以上でも７～８割が参

加していないことに着目すべ

 ご指摘のとおり、豊富な経

験・知識をお持ちのシニア世

代が参加しやすい仕組みにつ

いては、文化芸術施策を推進

する上で必要と認識しており

ます。アンケートでは「どのよ

うな活動があるか知らない」

という回答が 28％と高くなっ

ていることから、シニア世代
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きではないでしょうか。まだ

まだ元気なシニア、文化活動

に参加することで元気になる

シニアが大勢いるはずです。 

理由のひとつ「活動を知ら

ない」への対策として「情報共

有のしくみ構築」があげられ

ていますが、一般的に有効な

のは団体の HP(ホームページ)

でしょう。ただし HP 作成には

知識・技術が必要であり、これ

をつくれる団体は限られてい

ます。ここに市の支援（環境準

備や講座など）ができないで

しょうか。 

ひとつの提案ですが、秋の

文化祭（郷の音、フラワーな

ど）を発表の場と同時に勧誘

の場と明確に位置付けてはど

うでしょう。各団体のブース

を設ける、体験コーナーをつ

くるなどして。大学サークル

の新入生勧誘のイメージ。そ

して 10～12月を「活動参加キ

ャンペーン期間」として、団体

への入会費または初回月会費

を 3000 円限度で補助するな

ど。これを毎年続けて、気がつ

けばシニアの 60％以上が何ら

かのコミュニティに属してい

る、などとなれば全国に誇れ

ます。 

 

にも届きやすい情報発信の方

法等は、今後検討します。 

 技術・知識不足の理由から

ホームページの作成に不安を

感じておられる団体等を対象

に、ノウハウを学べる講座の

開催を検討したいと考えてい

ます。 

また、ホームページは自発

的に閲覧される人向けの情報

ツールですので、SNS やメール

マガジン等の実施主体側から

情報発信する手法も検討いた

します。 

団体等への加入を促す勧誘

の取組みは、世代に関わらず

文化芸術活動に参加する人数

を増やす手段の一つとして有

効だと思われますので、施策

を推進する上で参考とさせて

いただきます。 

28 

 

16 

 

21 

４三田らしさを

いかすために 

３市の取組み 

全国 1700市町村のうち、政

令都市+α以外は、すべて田園

都市です。さらに、城下町は全

国いたるところに例外なく存

在する。三田市は残存する城

下町でしょうか、遺跡保存を

 三田市は都市と農村が融合

した緑豊かな里山文化が薫る

街です。阪神地域においての

城下町は三田市と尼崎市のみ

です。時代の流れのなかで城

跡は学校になり、武家屋敷や
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しておりますか？ 町家の多くは建て替わりまし

たが、旧九鬼家住宅をはじめ

三田地区の古い商家や寺町界

隈の町割に今なお名残をとど

めています。現在は、まち歩き

のコースとして活用し、市民

の皆さんに親しんでいただい

ております。 

29 

 

19 第２部各論全体 「委員会での議論を受け

て」のところに、「さんだの特

色」と「目指す未来の姿」が書

かれていますが、やはり現状

認識をきっちり書かれた方が

いいのではないですか？全て

の「目指す未来の姿」の項目の

否定文が現状なのかなと思っ

てしまいます。 

 

 現状と課題については、一

括して総論のⅣで提示してお

ります。 

30 

 

19 １委員会での議

論を受けて-(2)

目指す未来の姿 

「文化芸術振興に専門的か

つ継続的に関わる支援体制」

に関連して、市はどういう取

り組みをなさるのか、明示し

ていただきたい。 

 支援体制に関しては、専門

的人材の育成また外部人材の

活用、その他様々な手法が考

えられますが、ここでは理想

とする未来の姿として記載し

ています。 

31 

 

21 ３市の取組み 市行政と市民や事業者が果

たすべきそれぞれの役割とは

何で誰がいつまでにどのよう

に見直すのか 

ともに「する・みる・ささえ

る・つたえる」取組みを進める

上で、行政の役割は活動への

支援が中心となります。 

市民や事業者は、文化芸術

活動を楽しみながら、活動の

状況に応じて、それぞれの立

場で出来ることから取り組ん

でいただきたいと考えていま

す。よって具体的時期を明示

するものではないと考えてい

ます。 

32 

 

21 ３市の取組み 「未来を見据えて市行政と

市民や事業者が果たすべきそ

れぞれの役割を見直します。」

 本ビジョンは、現状の課題

を明らかにするなかで目指す

べき未来の姿に向けた市の主
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について。P.4で、本ビジョン

は第５次三田市総合計画に基

づく、とありますが、同計画素

案では、市民、事業者、市のそ

れぞれの取り組みが検討され

ており、一方で本ビジョンの

P.19 以降の各論では市の取り

組みのみ記述され、市民、事業

者・団体についての考察が不

足していると感じます。市、市

民、事業者のそれぞれの役割

について、本ビジョンの中で

提示すべきではないでしょう

か。 

な取り組みについて記載した

ものであり、市民や事業者の

具体的事項については記載し

たものではありません。 

文化芸術活動は“ともに「す

る・みる・ささえる・つたえ

る」”４つの立場の市民や団体

等の実践者が自発的に行う活

動で成り立っています。 

取組みを進める上で、行政

の役割は、総論でお示しして

いるとおり、市民が自発的に

行う文化芸術活動を下支えす

ることが中心となります。 

市民、事業者の役割は、それ

ぞれが協力し合い活動する中

で見直していくものであり、

文化芸術活動を楽しみなが

ら、状況に応じて、できること

から取り組んでいただけるよ

う進めていきたいと考えてい

ます。 

33 

 

22 Ⅱ文化遺産の継

承 

文化芸術遺産の基準（世界、

日本、関西、兵庫および三田圏

内市民レベル）を明確にして

ほしい。歴史遺産も含めて、如

何に捉えたらいいのか？わか

りにくい。 

 

 本ビジョンでいう文化遺産

は市内に現存する文化財や伝

統文化を指しています。 

34 

 

22 Ⅱ文化遺産の継

承 

私見では、一次産業はなく、

歴史的遺産もなく、三田焼ぐ

らいかなと思いますが、いか

がでしょうか？これ積極的に

保存していますか？ 

 三田市には守り伝えられて

きた歴史遺産として、国・県・

市指定の文化財 107 件、登録

文化財４件があります。三田

焼につきましては、市の所蔵

品を市立図書館や三輪明神窯

史跡園などで展示公開してい

ます。 

35 

 

22 １委員会での議

論を受けて 

「委員会での議論を踏まえ

て」を読む限りにおいて、委員

 ご指摘の文化財の保存・管

理・公開等についても検討委
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会では文化財の保存・管理・公

開について十分な議論がなさ

れていないと推察されます。 

文化芸術ビジョンを論ずるの

に、非常に大切なところです

ので、是非、再度御議論いただ

きたいと思います。 

員会で議論をしてきたところ

です。その中での意見等を踏

まえ未来の姿や市の取り組み

において、文化遺産への触れ

る機会や情報発信、また記録

の電磁データ化など記載して

いるところです。 

36 

 

22 １委員会での議

論を受けて-(2)

目指す未来の姿 

仮称“伝統芸能祭”を「市民

文化祭」の一環として位置づ

け、継続開催により伝統文化

に触れる機会を創出し継承発

展に寄与する。 

 ご提案いただいた伝統芸能

に特化した機会の創出は市民

の意識啓発に有効と思われま

すので、施策推進の参考とさ

せていただきます。 

37 

 

22 １委員会での議

論を受けて-(2)

目指す未来の姿 

伝統芸能に関わる実践者及

び参加希望の市民が出演す

る、仮称“さんだ和風オペラ”

を毎年定期開催する。このこ

とは、かつて行われてきた“市

民演劇”の良き系譜を活かし

つつ、田辺眞人先生の“三田と

いう地域の歴史的文化の特色

に対応できる個性を育ててい

く”(市文化協会への５０周年

寄稿文より)に繋がり、“三田

らしさ”の総合的舞台芸術を

創り上げることになる。具体

例として、仮称「花山院物語」

の公演を通じて、本格的舞台

衣装のもと、歌唱・伝統楽器の

生演奏やシンセサイザーなど

多面的な音楽の活用、多彩な

照明技術を駆使した新たな三

田の芸術文化公演を立ち上げ

る。 

 

 郷の音ホールで実施する今

後の公演事業の参考とさせて

いただきます。 

38 

 

22 １委員会での議

論を受けて-(2)

目指す未来の姿 

文化財の保存・管理・公開に

関し、先輩達の残してくれた

貴重な文化財を市民が共有で

きる形とし、決して埋没・散逸

させない、という項目を加え

文化遺産について共有・活

用していくという未来像を

「（２）目指す未来の姿」で示

しています。 
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ていただきたい。 

39 

 

24 ３市の取組み 市の取り組みの 2 項目目

「これまでの文化財保護の枠

組みにとらわれず」の文章の

意図するところが読み取れま

せん。 これまでの文化財保護

は不十分であったと書くべき

かと思いますがどうでしょう

か？ あらたに作られる「仕組

み」というのが、活用、学び、

継承に関することばかりでな

く、文化財の保存・管理に直接

関わるものであることを明記

下さい。 

 

 現状において文化財の保

存・管理は、適切に対応できて

いると考えております。 

これまでの行政は文化財保

護が中心となっておりました

が、今後は更に文化遺産の利

活用を進める意図で記載して

おります。 

 

40 

 

25 Ⅲ文化活動支援

のあり方 

市の支援制度は50年前市が

文化活動を振興の為、文化協

会を設立し、市と文化協会協

力のもと市民の生活活力の助

けとして文化活動に参加でき

る支援を行い発展、50 周年を

迎えた。その間、郷の音総合文

化センターも建設され活動の

意欲を頂いた。文化協会も独

立させられ市の協力も薄れ今

年から文化祭の発表が郷の音

の手で実施された。始めての

事で今回は概ね以前の文化協

会で行ってきた通り、予算も

以前通りの金を郷の音に渡さ

れ問題なく、実施出来たと思

います。しかし今後は今の市

の文化協会に対する支援では

益々の高齢化、並びに郷の音

が市に変わって支援頂くのは

敷居が高いのとで、登録団体

も段々と減ってくると思われ

ます。文化協会の市民団体へ

の支援も出来ないと思いま

 文化協会の今後のあり方に

ついてのお考えかと存じます

が、現在のところ財団設立は

予定していません。 

 なお、発展的で持続可能な

文化活動のあり方について、

様々なご意見や他市の事例も

含め研究していきます。 
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す。そこで考えるのは、他市の

様に三田も郷の音が文化財団

方式に成りその下に文化協会

があり、金額的な補助により

協力、そこに今の加入団体、新

たな加入団体を拡張支援の努

力し市民文化を繁栄させなけ

れば衰退は目に見えていま

す。郷の音自身は鑑賞の業務

が主と思います。 

 

41 

 

25 １委員会での議

論を受けて-(目

指す未来の姿) 

「市の支援制度は、多様な

担い手やニーズを視野に入れ

て体系化されており、活動の

公益性や自立度に応じた活用

がなされています。」について

は趣旨は理解しますが、特に

公益性については客観的にど

う評価できるかが課題と考え

ます。何らかの評価を行った

上で運用することを想定され

ていると推察しますが、評価

方法が納得いく形で定着する

には時間がかかると予想され

ます。評価方法についての検

討をしっかり行い、十分な期

間を確保して試行運用する必

要があると考えます。 

ご指摘のとおり、公益性を

見据え、公平な評価が行える

よう慎重に方法を検討しま

す。 

42 

 

27 ３市の取組み これまでの団体補助等を見

直し、多様な団体・個人への支

援へ転換するとの事ですがそ

の審査は誰がどのような基準

で行うのか？利権や忖度・私

情が入り込むリスクを回避出

来るのか？ 

 今後の団体補助等について

は、特定の団体を対象とする

のではなく、幅広く支援でき

る体制を考えています。審査

方法や支援体制を含め検討を

進めます。 

43 

 

29 

32 

３市の取組み 

 

高齢化社会が進む現実に対

する視点がさらに必要ではな

いか？特に郷の音ホールは収

益性の高いイベントを優先す

 高齢化社会に対する視点に

ついては、各論のⅣ（地域文化

における共生）にある「さまざ

まな立場」に高齢者が含まれ
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るのは致し方ないが例えば登

録団体であれば 1 ヶ月前で開

いている施設は利用料を加減

するなどもっと利用を促す等

の活性化策の例示をして欲し

い。 

ております。ご提案の活性化

策は施設利用促進にあたって

の参考とさせていただきま

す。 

44 

 

30 

～

32 

Ⅴ郷の音ホール

の役割 

施設・設備の補修について

は必要なのであれば実施する

しかないです。ただし利用状

況からすると税金を使うこと

への理解が得られるかの懸念

があると考えられますので、

単なる補修ではなく「使いや

すくするため」「行きたくなる

ようにするため」の改善をセ

ットとする必要があるでしょ

う。 

 

 ご指摘のとおり、施設を持

続的に維持運営していくため

には、施設・設備の修繕は必要

です。使用頻度等も勘案しな

がら、そのうえで経費を抑え

効率的な改善に努めていきま

す。 

 

 

45 

 

30 

～

32 

Ⅴ郷の音ホール

の役割 

現状の問題点については老

朽化以外の記載がありません

が、アクセス性の問題（駅から

遠い）はよく耳にします。三田

駅との往復シャトルバス運行

を実現できないでしょうか。 

ご要望のシャトルバスの運

行については、運営等にあた

っての課題もあり難しいとこ

ろですが、イベントの規模等

やイベント実施者の意見、他

市の事例を参考に今後研究し

ていきます。 

46 

 

34 三田の文化芸術

の未来に向けて 

伝統芸能をはじめ多くの文

化活動団体の相互交流と情報

交換を有機的な“サロン”化す

るため、事務所機能の集約化・

一元化を目的に仮称「市文化

交流センター」を開設し、ハー

ド面における所要の公的支援

を行う。 

 ご提案内容は、本ビジョン

の取組みの一つである交流サ

ロン（仮称）の創設に向け進め

る際の参考とさせていただき

ます。 

47 

 

34 三田の文化芸術

の未来に向けて 

ビジョンに沿った事業企画

を立案・実施するためには、行

政及び文化団体(実践者)が

「定期協議」したうえで、事業

の予算化を行う必要がある。 

 事業実施にあたっては行政

が各団体等と協力しながら取

組みを進めているところで

す。今後も各団体との連携に

努めながら文化芸術事業の推

進に取り組んでいきます。 
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48 

 

34 三田の文化芸術

の未来に向けて

-(2)文化遺産の

継承 

10 年後の三田を考えた場

合、電磁化で全てが済むとい

うことはありえず、文化財の

保存・管理には、やはり何らか

の物理的キャパシティーをも

った施設が必要です。また、そ

のためには学芸員を雇用しき

ちんと組織化する必要がある

のではないでしょうか。そし

てその部分こそ強力な公共関

与が必要になるのではないで

しょうか。こういった点に関

しての考察を、この文化芸術

ビジョンに是非織込んでいた

だきたいと思います。 

 現在、市が所蔵する文化財

は、市立図書館での展示や、ふ

るさと学習館等での資料公開

を行っています。新たな公開

の場については、既存の公共

施設の有効活用も含め検討し

ます。 

文化遺産継承の公共関与に

ついては、専門的人材の育成

また外部人材の活用、その他

様々な手法について検討が必

要となるため具体的な手法に

ついては記載していません。 

49 

 

34 三田の文化芸術

の未来に向けて

-(2)文化遺産の

継承 

文化財の電磁データによる

保存・継承が強調されていま

す。それ自体には異存があり

ませんが、例えば、現時点で管

理が十分でないと推察される

「三田市歴史資料収蔵センタ

ー」収蔵物をどうするのか、あ

るいは今後も継続的に発生し

てくる貴重な芸術作品の散逸

を黙認せず、市民の共有財産

とすべきではないかという議

論は残ると思われます。 

 

 文化財が市民の共有財産で

あることは認識しておりま

す。ご意見として伺います。 

50 

 

34 三田の文化芸術

の未来に向けて

-(3)文化活動支

援のあり方 

この変更が実態としてどの

ような運用になり機能するの

か、その結果がどうなるのか、

正直見えません。しかし、シス

テムがどうあれ、非常に大雑

把にいうと、成果は支援総額

に比例する部分が多いという

こともできます。10 年後を目

指し、文化活動に関わる支援

総額をどうしていくべきなの

かという議論は、このビジョ

 この項目が意図する支援と

は、補助金の交付だけでなく、

情報提供、活動の場の利用促

進等多様な手法を指します。

具体的な支援の方法は対象に

より異なりますので、年度毎

に検討を進めます。 

よって、10 年後の総額につ

いて今回のビジョンへの記載

は考えておりません。 
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ンに書いていただけるのでし

ょうか？是非、明示していた

だきたいと思います。 

51 

 

－ その他 全ての「三田市文化ビジョ

ン検討委員会」の資料を探し

て確認しましたが、公表され

ていない第２回の資料が見当

たりませんでした（議事録は

ありましたが）。全検討会の資

料を整理して公表してほしい

と思います。 

 ホームページを更新いたし

ました。ご確認をお願いしま

す。 

 

 

 

 


